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入札結果のお知らせ（５月18日執行分まで）
＊予定価格の公表は、一般競争入札または指名競争入札に付するもので、建設工事および委託業務が対象となっています。
＊ 金額は全て消費税および地方消費税相当額を含んだ額です。なお、予定価格を公表しない指名競争入札は落札率を記
載しておりません。（落札率 小数点第１位未満四捨五入）

入札日 工事名・業務名 予定価格 落札業者名 落札金額 落札率

4/20 子ども支援センター駐車場整備工事 42,108,000 円 株 式 会 社 小 林 建 設 41,195,000 円 97.8%
4/20 湯ノ岱スキー場圧雪車運行管理委託業務 4,829,000円 株 式 会 社 若 狭 組 4,708,000 円 97.5%
4/20 天の川ふれあい広場資材庫新設工事 2,552,000円 豊 成 建 設 株 式 会 社 2,508,000 円 98.3%
4/20 保養センター屋根修繕工事 4,026,000円 有 限 会 社　 飯 川 建 設 3,916,000 円 97.3%
4/20 大留団地・中崎団地緑地管理委託業務 2,475,000円 有 限 会 社 桧 山 工 業 2,387,000 円 96.4%
4/20 石崎団地・中央区団地緑地管理委託業務 1,947,000 円 有 限 会 社 桧 山 工 業 1,870,000 円 96.0%
4/20 町道路肩草刈その１委託業務 9,669,000 円 株 式 会 社 秋 田 土 木 9,438,000 円 97.6%
4/20 町道路肩草刈その２委託業務 8,492,000 円 株 式 会 社 草 間 建 設 工 業 8,305,000 円 97.8%
4/20 町道維持管理測量調査委託業務 5,973,000 円 株 式 会 社 測 土 開 発 5,632,000 円 94.3%
4/20 予防接種ワクチン購入業務 － 株式会社スズケン函館支店 1,094,445 円 －
5/18 史跡上之国館跡環境整備（その２）委託業務 1,947,000 円 三 国 林 業 株 式 会 社 1,870,000 円 96.0%
5/18 粗大ゴミ収集運搬委託業務 946,000 円 京 谷 建 設 工 業 株 式 会 社 924,000 円 97.7%
5/18 合併処理浄化槽管理委託業務 7,228,100 円 北 海 環 境 衛 生 株 式 会 社 6,765,000 円 93.6%
5/18 合併処理浄化槽清掃委託業務 2,084,500 円 有限会社南部桧山清掃社 2,034,648 円 97.6%
5/18 感染予防対策備品購入その２業務 － 株 式 会 社 ワ カ サ 商 事 1,056,000 円 －
5/18 上ノ国町女性活動支援センター外防火対象物保守点検委託業務 1,738,000 円 有限会社上ノ国電気工業所 1,716,000 円 98.7%
5/18 河北小学校外消防用設備等保守点検委託業務 2,607,000 円 有限会社上ノ国電気工業所 2,574,000 円 98.7%
5/18 役場庁舎外消防用設備等保守点検委託業務 2,915,000 円 株 式 会 社 北 栄 電 設 2,860,000 円 98.1%
5/18 花沢温泉ポンプ購入業務 － 株 式 会 社 小 林 建 設 2,354,000 円 －
5/18 水道施設台帳システム構築委託業務 11,924,000 円 株式会社日水コン北海道支所 11,000,000 円 92.3%
5/18 特環マンホールポンプ改築更新工事実施設計委託業務 5,258,000 円 日本水工設計株式会社札幌事務所 4,950,000 円 94.1%
5/18 史跡上之国館跡地形測量図作成委託業務 3,399,000 円 株 式 会 社 ト ラ ス ト 技 研 3,124,000 円 91.9%
5/18 三次元撮影用機材借上業務 － 株 式 会 社 ト ラ ス ト 技 研 1,155,000 円 －
5/18 発掘調査支援システム等借上業務 － 株式会社シン技術コンサル 484,000 円 －

■お問い合わせ　住民課　住民環境グループ

　出生、転入・転出によって養育している児童数に変更がある場合など、手続きが必要となることがありま
す。その他の手続き等については下記までお問い合わせください。

『児童手当現況届』について期限内の提出をお願いします！『児童手当現況届』について期限内の提出をお願いします！『児童手当現況届』について期限内の提出をお願いします！

児童手当を受給している方は、毎年６月に「現況届」の
提出が必要です。

Ｑ１．「現況届」とは何ですか？

Ｑ３．提出する書類は？

Ｑ２．提出がない場合は？

Ｑ４．期限を過ぎた場合は？

　「現況届」とは毎年６月１日の状況を把握し、�
10月以降の手当の支給を受ける要件（児童の監
督や保護、生計同一関係等）を満たしているか確
認するための届出です。

　現在受給されている方には、６月初旬に「現�
況届」を郵送しますので、お手元に届きました�
ら必要事項を記入し、受給者の健康保険証の写し
を添付して提出してください。（国保に加入して
いる方は保険証の写しは不要です。）

　児童手当は毎年６月、10月、２月の３回に分
けて支給していますが、現況届の提出がない場合、
10月以降の手当が受けられなくなることもあり
ますので、期限内に必ず提出してください。

　提出期限を過ぎた場合でも、ただちに受給資格
がなくなるわけではありませんが、10月以降の手当
の振込が遅れる場合や、現況届の提出がないまま
２年間が経過した場合、時効により受給権が消滅
しますので、できるだけ早く提出してください。

期限は
６月30日です！


